
 

 

3-4. ペットショップ・園芸ショップ等 

【行動計画での記載内容】（p4） 

③ ペットショップ・園芸ショップ等 

ノネコやノイヌ、熱帯魚など、もともとペットとして飼育されていた動物や園芸植物が野外に

逸出し、外来種となって生態系に影響を及ぼす例があります。このため、県民全般にペットや園

芸植物等の適正飼養・栽培を促すためには、取扱事業者の協力が必要です。 

県内のペットや園芸植物の取扱事業者、飼育・展示施設等に対し、外来種問題の啓発を行うと

ともに、チラシ配布やポスター掲示への協力を要請していきます。 

 

【今年度の取組内容】 

県内のペットや園芸植物の取扱事業者等に対して、外来種問題の普及啓発を行った。 

ペットショップ等については、動物取扱責任者研修時に、主催した沖縄県動物愛護管理センタ

ーを通じて 500 部配布した（研修時に配布されなかった残部は同センターにて配布）。配布物は

「生き物を扱う・飼う皆様へのお願い」と「沖縄県外来種対策指針概要」の 2 種類とした。 

県内で植物を販売している園芸ショップ等に対し、外来種問題の啓発のためのチラシ等を作成、

配布した。配布先は電話帳等により、以下の関連するカテゴリーから抽出し、各事業所に 1 部ず

つ配布した。配布物は「大切に育てましょう外来植物」と「沖縄県ではさまざまな外来種対策を

実施しています（沖縄県の外来種対策の概要資料）」の 2種類とした。 

 

表 3-4.1 園芸ショップ等における外来種資料の配布状況 

対象 
配布件数 

合計 
南部 那覇市 中部 宜野湾市 沖縄市 浦添市 北部 八重山 宮古 

種苗商 3 1 0 1 1 1 0 0 0 7 

園芸店 14 4 12 0 2 0 10 5 4 51 

造園業 36 19 35 10 6 6 10 11 9 142 

ペットショップ（魚） 2 5 4 1 1 0 1 0 1 15 

植木栽培・販売 1 0 0 0 1 0 2 0 0 4 

果樹園 4 0 2 0 0 0 12 10 23 51 

植物園 1 0 0 0 1 0 2 1 0 5 

生花栽培 3 0 1 0 0 0 0 0 0 4 

生花店 28 56 36 12 15 19 9 7 5 187 

農園 0 2 0 0 0 0 10 16 11 39 

温室栽培 13 0 0 0 0 0 0 0 0 13 

ホームセンター 2 1 7 0 0 2 2 1 1 16 

ファーマーズマーケット 6 1 6 3 2 0 2 0 0 20 

合計 113 89 103 27 29 28 60 51 54 554 
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3-5. 農林水産事業者 

【行動計画での記載内容】（p4） 

④ 農林水産業従事者 

家畜や農作物として利用されていた生物が野外に逸出し、外来種となって生態系に影響を及ぼ

す例があります。このため、農林水産業に携わる県民に適正な飼養・栽培を促すための周知が必

要です。 

各管轄部署における普及指導等において、外来種問題の啓発を行うとともに、生態系への影響

を考慮した適正飼養・栽培の協力を要請していきます。 

 

【今年度の取組内容】 

関係課から養蜂家向けの資料（セイヨウミツバチの管理徹底について）が配布された。 

 

3-6. 意図的外来種 

【行動計画での記載内容】（p7） 

(2) 侵入の防止（予防） 

1) 意図的外来種への対策 

① 普及啓発 

県内には多数の動植物が、産業用（家畜用、栽培用、緑化用など）、観賞用（ペット、園芸用）

などとして移入・輸入されています。外来生物法における特定外来生物は野外へ放つことなどが

禁止されていますが、その他の外来種については規制がないことから、本県の生物多様性等に影

響を及ぼす可能性のある外来種が導入され、野外に逸出する危険性があります。 

意図的に導入される外来種への対策は、県民一人ひとりが外来種の危険性を認識し、適正飼養

や野外への逸出を予防することが効果的です。このため、『（１）１）普及啓発』では、上記の観点

も踏まえて取り組みます。 

特に植物については、農業では農作物や牧草、緑肥植物などに多様な外来種が利用されていま

す。道路、公園、公共施設などでも緑化のために県外から持ち込まれた植物が利用されています。 

農業や緑化に利用されている外来植物の中には、野外に定着し在来種への影響が懸念されてい

る種もあることから、「外来植物の適正利用方針」を定め、生態系等への影響が大きい外来植物の

逸出防止の取り組みを進めます。 

 

【今年度の取組内容】 

関係各課から緑化事業者向け（緑化に取り組むみなさまへ：それ、外来植物です）、牧草利用者

（畜産農家）向けの資料が配布された。 
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